
法人として事業所として行うべき虐待防止の取組と虐待が起こった場合の対応につい
ては、２．３で説明しました。

ここからは、管理者（この説明においては、管理者、サービス管理責任者、虐待防止マ
ネージャー等虐待防止に中心的な役割を果たす方を「管理者」とする）としての対応に
ついて説明します。
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・事業所の中で、利用者の日常の変化や、支援について、どのような方法で把握して
いますか？利用者のその変化は、もしかしたら不適切な支援や虐待が背景にあるかも
しれません。職員のその変化は、もしかしたら不適切な支援につながるかもしれません。

・ケース検討会議や職員会議のほか、利用者や職員から報告を求める、面接をする、
事業所内巡回をする等々、管理者として、変化を把握するためにどのような方法をとっ
ていますか？
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・事業所内で、見た、聞いた、報告を受けた「不適切な対応」「利用者や職員の様子」に
ついて、「みんなやっているから」「時間がないから」「利用者が望んでいるから」「クレー
マーだから」…などを理由に、そのままにしていませんか？
・いつの間にか日常の一部になっていて、そのことが、「不適切な支援」だということに
気付かなくなっているかもしれません。

・実習生、ご家族、ボランティアや来園者、新入職員や他事業所からの転職・転勤者等、
施設外からの新鮮な視点、気づきを大切に。
・また、支援の現場に私用の携帯電話を持ち込む、SNSにアップする、私的な携帯電話
で利用者と連絡を取り合うような場面はありませんか？支援者と利用者の距離感は適
切でしょうか？
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・気付いた不適切支援は、そのままにせず、改善に向けて対応をしてください。
・支援内容の見直しなどの対応を、担当者のみにお任せになっていませんか？

・相談支援専門員のモニタリングや他事業所との情報共有など、客観的な視点により
支援を評価することも、見慣れた支援への新たな気づきとなるかもしれません。
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・虐待（不適切支援）の報告を受けたら、まず、何をしますか？
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初期対応で求められることは、スライドのとおりです。
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事業所内での話し合い（グループワーク）のテーマとしては、実際に事業所内で課題と
なっている実例を挙げて話し合っていただきたいと思いますが、なかなか、実例が上が
らない場合には次のようなテーマを取り上げてみてはいかがでしょうか？
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・事業所や法人内で虐待防止において中心的な役割を担う皆さんは、必ず、厚生労働
省の作製した「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」を読ん
でください。また、この手引きの中ほどにある研修用冊子は、事業所で虐待防止研修を
していただく時の資料としてお使いいただけます。
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